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７－１ 【議題
ぎ だ い

２】 

条 例
じょうれい

の目的
もくてき

・基本
きほん

理念
りねん

について 

【議論
ぎろん

いただきたい事項
じこう

】 

 

〇 条 例
じょうれい

の骨子
こっし

（案
あん

）では，条 例
じょうれい

の目的
もくてき

として，障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく，

相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すこととしています。 

 

〇 また，共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のための基本
きほん

理念
りねん

として，以下
い か

の内容
ないよう

を規定
きてい

することとしています。 

① 県民
けんみん

は，障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず，等
ひと

しく基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享 有
きょうゆう

するかけがえのない個人
こじん

と

して尊 重
そんちょう

されること。 

② 障 害
しょうがい

のある人
ひと

は，社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

，経済
けいざい

，文化
ぶんか

などのあらゆる分野
ぶんや

の活動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

が確保
かくほ

されること。 

③ 障 害
しょうがい

のある人
ひと

は，可能
かのう

な限
かぎ

り，意思
い し

疎通
そつう

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
きかい

が確保
かくほ

される

こと。また，情 報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
りよう

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
きかい

の拡大
かくだい

が図
はか

られること。 

④ 障 害
しょうがい

のある人
ひと

は，その性別
せいべつ

，年齢
ねんれい

等
とう

による複合的
ふくごうてき

な原因
げんいん

により特
とく

に困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

に置
お

か

れる場合
ばあい

においては，その 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

がなされること。 

⑤ 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

は，多様
たよう

な人々
ひとびと

により地域
ちいき

社会
しゃかい

が構成
こうせい

されているという

基本
きほん

認識
にんしき

の下
もと

に， 障
しょう

害
がい

， 障
しょう

害
がい

のある人
ひと

及
およ

び 障
しょう

害
がい

の社
しゃ

会
かい

モデルに関
かん

する理
り

解
かい

を深
ふか

めること

を基本
きほん

として推進
すいしん

すること。 

 

〇 これらのことについて，何
なに

か御意見
ご い け ん

はありますか。 


